
嘱託職員募集要項 

 

・職   種  生活支援員 

・採 用 人 数  2 人 

・雇 用 期 間  令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月３１日 

契約更新の可能性あり（原則更新） 

試用期間あり（労働条件変更なし 6 ヶ月間） 

 

・就 業 場 所  さぬき市障害者支援施設４園のうち 1 ヶ所 

「恵生ノ園」 ：さぬき市昭和 1050 番地１ 

         「きんりん園」：さぬき市津田町津田２５７０番地１０１ 

         「さざんか園」：さぬき市大川町富田中３００３番地 

         「真珠の杜しど」：さぬき市志度１２９８番地６ 

 

・仕事の内容  就労継続支援 B 型事業での業務 

         障害者の日常生活上の援助に関する業務 

         障害者が行う作業の支援援助、利用者の送迎業務など 

 

・免許、資格  普通自動車免許（AT 限定可） 

        福祉関係業務経験があれば望ましいがなくても可 

・賃   金  月額１５０，０００円 

・通 勤 手 当  あり（マイカー通勤可・駐車場有） 

・加入保険等  雇用・労災・健康・厚生・財形 

・退職金共済  加入 

・退職金制度  あり（勤続 1 年以上） 

・就 業 時 間  ８：３０～１７：１５（7 時間４５分） 

・休 日 等  週休２日制 土・日・祝日・その他（年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日） 

 

・特 記 事 項  雇い止め規定あり（70 歳） 

        基準日（４月１日）にあって勤務が３年以上になる者については、 

無期転換し準職員（昇給有）へ移行する場合があります。 

 

・応募書類等  履歴書（写真貼付）、資格証があればその写し 

・採用担当者  総務企画課長 岩瀬（イワセ） 

         電話 ０８７９－２６－９９４０ FAX ０８７９－２６－９９４２ 

＊詳細については、ご連絡ください。 


